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の 要

年 ら 年 12 31 までの 年 に財産の贈与（ らの贈与を除き

ます。）を受けた は、その贈与を受けた財産について、 に る に て贈与 の 告

をしなければなりません。 

用

（注） のない社 や財 又は の定 のない は とみなされて贈与 ること あります。この

場合の贈与 額の計 方 等については、この「贈与 の 告のし た」の 明と なる ありますので、

しくは に ください。 

要

年 に贈与を受けた財産の価額の合計額（ 年 に 上の ら贈与を受けた場

合又は ら 上に たり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価

額の合計額）を に贈与 額を計 する方式です。 

用

（ や など） の贈与者 ら財産の贈与を受けた場合や受贈者 贈与

の年の に いて 20 である場合には、「 」を適用して贈与 額を計

します。この「 」の適用 ある財産を 財産 といいます。

財産の 、 、 の の

20 、 用し し この「特例

」の適用 ある財産を 財産 といいます。

の 用 の

「特例 」の適用を受ける場合で、 の 又は のい れ に 当するときは、贈与 の

告書とともに、財産の贈与を受けた （受贈者）の の 又は その他の書 でその

の 名、生年 及びその 贈与者の に 当することを証する書 を 出する

あります。ただし、 の年 に いて 贈与者 らの贈与について「特例 」の適

用を受けるた に当 書 を 出している場合には、 告書 の「 の贈与 の 告

」欄に、その 出した年 及び 名を記入すれば、当 書 を て 出する はあ

りません。 

「特例贈与財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額 ら 除額（110 ）

を差し引いた の 価 3 0 を えるとき 

「 贈与財産」と「特例贈与財産」の 方の贈与を受けた場合で、その 方の財産の価

額の合計額 ら 除額（110 ）を差し引いた の 価 300 を えるとき 

「 贈与財産」について配偶者 除の特例（ 1 参 ）の適用を受ける場合には、

除額（11 ）と配偶者 除額を差し引いた の 価 となります。 

用 、 の た財産の の

の た財産の の 、

の 要

　 年 に贈与を受けた財産の価額の合計額（ 価 ） ら 0 を 除

した 額（ 除 の 価 ）について、贈与者と受贈者との 柄及び受贈者の年齢に

て、 の「贈与 の 」により 又は のい れ を適用

して贈与 額を計 します。
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財産用

財産用

財産 の の た
STEP 年 に贈与を受けた特例贈与財産の価額の合計額（ 価 ）を計 します。

STEP 価 ら 除額（110 ）を 除した 額（ 除 の 価 ）につい

て 記の （特例贈与財産用） により贈与 額を計 します。
       

財産 1 財産 4 の の た
STEP 年 に贈与を受けた 贈与財産の価額 と特例贈与財産の価額の合計額（合計贈与

価額）を計 します。  

  

STEP 合計贈与価額 ら 除額（110 ）を 除した 額（ 除 の 価 ）につ
いて 記の （ 贈与財産用） により計 した金額に、 贈与財産の価額 合
計贈与価額のう に る 合を て、 贈与財産に対 する贈与 額を計 します。

  財産の 財産
3   ×       6   

    
STEP  STEP と に、合計贈与価額 ら 除額（110 ）を 除した 額（ 除

の 価 ）について 記の （特例贈与財産用） により計 した金額に、特例
贈与財産の価額 合計贈与価額のう に る 合を て、特例贈与財産に対 する贈
与 額を計 します。

          

STEP STEP と STEP で 出した 額を合計し、贈与 額を計 します。

除

の 価

2,000

 

3,000

 

4,000

 

6,000

 

1 ,000

 

1 ,000

 

30,000

 

30,000

 

1 1  20 30 40

除額（ ） 100  2 0  6 0 1 2 0 1 0 2 00  4,000

除

の 価

2,000

 

4,000

 

6,000

 

1 ,000

 

1 ,000

 

30,000

 

,000

 

,000

 

特 例 1 1  20 30 40

除額（特例 ） 100  300  900 1 00 2,6 0 1 0  6,400

11 39

の
39   ×        1

11 39

の
39  ×        2 3
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財産の
  

財産の
  

39  ×        1

の

  財産の 財産
  ×       8   

6 8   4

の 27 分 用

「 贈与財産」について、配偶者 除の特例（ 1 参 ）の適用を受ける場合
には、配偶者 除額を 除した金額となります。

の た 、71、 の の の 細

用
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し

要

特定の贈与者 ら贈与を受けた財産について 年 に えて相 を した場

合には、その贈与者 ら 年 に贈与を受けた財産（「相 適用財産」といいます。）

の価額の合計額を に贈与 額を計 し、 その贈与者 くなった にその相

適用財産の価額（贈与 の 価）と相 又は 贈を受けた財産の価額（相 の 価）の合

計額を に計 した相 額 ら、 に 付した相 適用財産に係る贈与 相当額

を 除した金額をもって 付す き相 額とする方式です（その 除により 除しきれない

金額 ある場合には、相 の 告をすることにより還付を受けること できます。）。

この方式は、贈与者 とに すること できます。

この方式を した場合には、その に係る贈与者 ら贈与を受ける財産については、そ

の をした年 て相 適用され、 年 への はできません。
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110 の 要 また、 告に しては の に注

してください。
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5

の とは、 の 又は に る金額のう い れ 低い金額

をいいます。

 2,500 年までにこの相 の特 を 合には、2,500

贈与者
贈与をした年の に いて 60 分の 、

の （ など）であること。

贈与を けた年の に いて 20 分の 、

で、 つ、贈与 けた に いて贈与者の （

ど）で 定相 又は であること。

（注）

3 となる 、 た その贈与者の 定相 と

なった場合に 相 となった より にその贈与者 ら贈 た財 ては、相

4 その贈与

1　「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」の適用を受ける場合には、贈与

者 贈与をした年の に いて の であっても相 の適用を受けること

できます（ 2 参 ）。

2　「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例」又は「 の事業用資産についての贈

与 の 及び 除」の適用を受ける場合には、受贈者 上記 の （贈与を受けた年の

に いて2 上の に ります。）であっても相 の適用を受けること できます

（ 、 参 ）。

者 ） ったことにより、贈与 た でその贈与者の とな

相

、

参 ）に （ 参 ）を の

、 及び （

参 ）とともに

な 、 の の

、 （（注） ）

（注）1 上記の 出書は、その 出に る贈与者 ら た て 年 の贈与

の 告に いて相 の けている場合には 出する はありませ

（41 の「添付書 」に る書 も です。）。

2 年 の贈与 の 告に いて相 の適用を受けている であっても、その

用 る贈与者 ら た て、 相 を うと

する場合は、

3 

4 相 の適用を受けようとしていた 相 出書を 出する に

などは、この「贈

相 を した贈与者 とに、 年 に贈与を けた相 用財

の合計額（ ） ら 除した に 20 の

て贈与 額を計 します。

（注） 1 、

2 

41

3

　上記の手 は、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」（ 2 参 ）、

「 上場株式等についての贈与 の の特例 の適用を受ける場合の相 適用者の

特例」（ 参 ）又は「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除の適用を受ける場

合の相 適用者の特例」（ 参 ）の適用を受ける場合にも となります。

、

で される 、 に ください。
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の の

年 の贈与 の 告書の受付は、

贈与 の 告書は、受贈者の住 地の に 出しなければなりません。

の （土・ ・ 等）は、通常、 での相 及び 告書の受付は って

りませんので 注 ください。ただし、 の では 20 と 27 に

り でも、 告の相 及び 告書の受付を います。

しくは、 で される 、 りの に

ください。

（注）

2 又は信書 で 付する場合、通信 付 により された を 出 とみなします。この 付 告

書の 出期 内となるよう、 に 付ください。 

3 「信書 」とは、 事業者による信書の に関する に 定する 信書 事業者又は特定信書

事業者による信書 をいいます。 

4

1

の の種類

贈与 の 告書には、「 （ 贈与 の額の計 明細書）」、「 の （住宅取得等資金の

の計 明細書）」と「 （相 の計 明細書）」など あります。 用する贈

与 の 告書については、 の のと りとなっています。

な 、 告書とともに 出することとされている添付書 について する書 ある場合に

は、 て 出する はありません。

告 の 内 容 用する 告書 

年 のみを 告する

相 のみを 告する と

年 と相 の 方を 告する と

住宅取得等資金の 」（ 1 参 ）と 年 を 告する と の

住宅取得等資金の 」（ 1 参 ）と相 を 告する
と の と

(注)1 の は、 に記載できる贈与者は ですので、贈与者 上の場合には を 用する

ことになります。 

2

3　特例の適用に当たって 記事 証明書の添付 となるものについては、 告書に 動産 号等を記入

 することにより、その添付を すること できます。また、 告書に 動産 号を書ききれないときは、

 別途「取得した 動産に係る 動産 号等の明細書（相 ・贈与 用）」（

に 載）を 用すること できます。

は、特定贈与者（相 出書に係る贈与者をいいます。 です。） とに作

するた 、特定贈与者 いる場合には、その の を 用することになります。

(注 1 書 の しを添付する場合には、「 書 （ ）添付 紙」（ 参 ）などに って、

出してください。 

2 自宅等の ら e-Taxで 信する場合は、 書 を別途 付する はありません。 

の記載等

　 告書は、 （電 告）で 出（ 信）する 、 や信書 による 付又は の

受 へ投 する方 により 出すること できます。

　 告書の 出期 に れて 告と をした場合には、原 として加 及び りますので

注 ください。な 、 その他や を得ない によって、 出期 までに 告、 付等 できないとき

は、 告、 付等の期 の あります。 しくは を参 してください。

　 の「 定 告書等作 」で作 した 告書は、 と

取対 の （又は ）を用 すれば、 を利用して

出できます。また、事 に で手 していただければ、 と

取対 の （又は ）を でない方でも、 を 利用できます。

な 、 して 等により 出することもできます。 しくは、

を ください。

　贈与 の 告書を 出する には、 出の 、 （ 号）の記載 です。

　また、 を記載した 告書を 出する は、 で （ 号 と 元

）を うた 、 告をされる方（受贈者）の 書 （ 参 ）の 又は しの添

付 となります。
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２ 贈与税の申告書の提出期間と提出先

令和３年分の贈与税の申告書の受付は、

贈与税の申告書は、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

税務署の閉庁日（土・日曜日・祝日等）は、通常、税務署での相談及び申告書の受付は行って

おりませんのでご注意ください。ただし、一部の税務署では２月 20 日（日）と２月 27 日（日）に限

り日曜日でも、申告の相談及び申告書の受付を行います。

詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】で確認されるか、最寄りの税務署に

お尋ねください。

（注）

2 郵便又は信書便で送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします。この日付が申告

書の提出期間内となるよう、お早めにご送付ください。 

3 「信書便」とは、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者又は特定信書

便事業者による信書便をいいます。 

4

1

３ 贈与税の申告書の種類

贈与税の申告書には、「第一表（兼贈与税の額の計算明細書）」、「第一表の二（住宅取得等資金の

非課税の計算明細書）」と「第二表（相続時精算課税の計算明細書）」などがあります。使用する贈

与税の申告書については、次の表のとおりとなっています。

なお、申告書とともに提出することとされている添付書類について重複する書類がある場合に

は、重ねて提出する必要はありません。

申 告 の 内 容 使用する申告書 

暦年課税のみを申告する人 第一表

相続時精算課税のみを申告する人 第一表と第二表

暦年課税と相続時精算課税の両方を申告する人 第一表と第二表

「住宅取得等資金の非課税」（61ページ参照）と暦年課税を申告する人 第一表と第一表の二

「住宅取得等資金の非課税」（61ページ参照）と相続時精算課税を申告する人
第一表と第一表の二と

第二表

(注)1 第一表の二は、１枚に記載できる贈与者は２人ですので、贈与者が３人以上の場合には複数枚を使用する

ことになります。 

2

3　特例の適用に当たって登記事項証明書の添付が必要となるものについては、申告書に不動産番号等を記入

 することにより、その添付を省略することができます。また、申告書に不動産番号を書ききれないときは、

 別途「取得した不動産に係る不動産番号等の明細書（相続税・贈与税用）」（国税庁ホームページ【https://

 www.nta.go.jp】に掲載）を使用することができます。

第二表は、特定贈与者（相続時精算課税選択届出書に係る贈与者をいいます。以下同じです。）ごとに作

成するため、特定贈与者が複数いる場合には、その人数分の枚数を使用することになります。

(注)1 本人確認書類の写しを添付する場合には、「本人確認書類（写）添付台紙」（75ページ参照）などに貼って、

提出してください。 

2 ご自宅等のパソコンから e-Taxで送信する場合は、本人確認書類を別途送付する必要はありません。 

４ マイナンバー（個人番号）の記載等について

令和４年２月１日（火）から令和４年３月 15 日（火）までです。

　申告書は、e-Tax（電子申告）で提出（送信）するほか、郵便や信書便による送付又は税務署の

時間外収受箱へ投函する方法により提出することができます。

　申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますのでご

注意ください。なお、災害その他やむを得ない理由によって、提出期限までに申告、納付等ができないとき

は、申告、納付等の期限の延長制度があります。詳しくは70ページを参照してください。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書は、マイナンバーカードとマイナ

ンバーカード読取対応のスマートフォン（又はＩＣカードリーダライタ）を用意すれば、e-Tax を利用して

提出できます。また、事前に税務署で手続していただければ、マイナンバーカードとマイナンバーカード読

取対応のスマートフォン（又はＩＣカードリーダライタ）をお持ちでない方でも、e-Tax をご利用できます。

なお、印刷して郵送等により提出することもできます。詳しくは、国税庁ホームページ【https://

www.nta.go.jp】をご覧ください。

　贈与税の申告書を提出する際には、提出の都度、マイナンバー（個人番号）の記載が必要です。

　また、マイナンバーを記載した申告書を提出する際は、税務署で本人確認（番号確認と身元確

認）を行うため、申告をされる方（受贈者）の本人確認書類（７ページ参照）の提示又は写しの添

付が必要となります。
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マイナンバーカードの有無 本人確認書類 添付又は提示 

マイナンバーカード

をお持ちの方

マイナンバーカード（個人番号カード）

※ 写しを添付する場合には、表面及び裏面の写しが必要です。

本人確認書類の

写しを、「本人確

認書類（写）添付

台紙」（75ページ

参照）などに貼っ

て、申告書と一緒

に提出する。

又は

本人確認書類を、

提出の際に提示

する。

マイナンバーカード

をお持ちでない方

①番号確認書類 及び ②身元確認書類

①

番号確認書類

《ご本人のマイナンバ

ーを確認できる書類》

・通知カード（注１） 

・住民票の写し又は住民票記載事

項証明書（マイナンバーの記載

があるものに限ります。）

などのうち、いずれか１つ

＋ 

②

身元確認書類

《記載したマイナンバ

ーの持ち主であること

を確認できる書類》

・運転免許証

・公的医療保険の被保険者証（注２）

・パスポート

・身体障害者手帳

・在留カード

などのうち、いずれか１つ

５  贈与税の納付

（1）納付すべき期限（納期限）

令和３年分の贈与税の納期限は、令和４年３月 15 日（火）です。

なお、納める贈与税額は、それぞれの課税方式（暦年課税・相続時精算課税）に区分して計算し

た額の合計額となります。 

（注） 納付が遅れた場合には、納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。　

なお、延滞税の割合は、次のとおりです。 

 合 割

① 納期限の翌日から２か月

を経過する日まで 

年「7.3％」と「延滞税特例基準割合（※）＋１％」のいずれか低い
割合 

② 納期限の翌日から２か月

を経過した日以後 

年「14.6％」と「延滞税特例基準割合（※）＋7.3％」のいずれか低
い割合 

（2）納付手続

※ 延滞税特例基準割合

納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続を

行ってください。なお、各納付手続の詳しい内容については、国税庁ホームページの

「国税の納付手続」【https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm】をご覧くだ

さい。

※ 申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納付通知等のお知らせはありませ

んので、ご注意ください。また、贈与税には、振替納税の制度はありません。

国税の納付は、金融機関や税務署等の窓口に赴く必要がなく、ご自宅などから納付手続が可能な

非対面の「キャッシュレス納付」が便利です。

国税庁では次のとおり便利な納付の手続をご用意しておりますので、この機会に是非「キャッシ

ュレス納付」のご利用をお願いします。

左記のサイトは
上のコードからも
ご覧になれます。

平均貸付割合（各年の前々年の９月から前年の８月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の

合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいいます。）に、年１

％の割合を加算した割合

イ キャッシュレス納付

（注）１「通知カード」は令和２年５月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民
票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

　　 ２  保険者番号及び被保険者等記号・番号部分が見えない程度にマスキング（塗りつぶし）をお願いします。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm
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の

贈与 は、 期 までに金銭で に 付すること 原 です 、 期 までに金銭で 付する

こと な事 ある場合で、 定の を たしているときには、 利用できます。

な 、 の しい内容については、 www.n a.go.j に 載して

いる「相 ・贈与 の の手引」を ください。

の要

の の の てを たす場合に、 の許 受けられます。

贈与 額 10 を えていること。 

期 までに金銭で 付することを とする事 あり、その 付を とする金額の 内である

こと。 

期 までに 書及び 保 供関係書 を 出すること。 

額（利 の額を含みます。）に相当する 保を 供すること。 

（注）1 額 1 で、 つ、 期 年 である場合は、 保を 供する はありません。 

   2 期 までに 保 供関係書 を 出できない場合は、 の に 相 ください。 

利

贈与 の 期 は、 に き、その の事業の 又は生 の 等を考 し、 年
内となります。な 、 年 額は、 しも 年 等である はありません。

利

額には、年 の 合で利 ります。 

ただし、 特例 合（ ） 年 3 に たない場合は、 の 式により計 した 合 

（ 1 の あるときはこれを り て、 1 の 合であるときは年 1 の 合

となります。） 適用されます。

　 により 告書を 出した 、 者 自 名 の預貯金 座 ら、 又は 定した期

に、 座引 しにより電 付する手 です。 利用に当たっては、事 に へ の

利用 手 を った上、 用の 出書を で 出する あります（ 等も ）。
（注） 　 付は、 用の 出書を 出して ら利用 となるまで ります。

　 付により 座引 し すると、 の に「 付

通 」 されますので、 ください。

等

　 や 対 の金 機関の 等を利用して電 付する手

です。 利用に当たっては、事 に へ の利用 手 を っていただく あり

ます。

　 を利用して「 支 」 ら 付する手 です。
（注） 　 付 額に た 手 料 ります。

　金 機関や 、 の では、 による 付はできません。

の

　 自宅の などで、 で 供する作 等 ら 付に な

を として作 （ ）し、 で 付する手 です。
（注） 　 付できる金額は 3 となります。

　「 」は、株式 社 の 商 です。

の の

　金 機関又は の の で、現金に 付書を添えて 付する手 です。
　 付書は、 又は の 内の金 機関に用 しています。金 機関に 付書 ない場合

には、 の に ください。

　 付書の記入方 は、 付書の を参 してください。また、住 、 名、 額、 告書を 出した

名など、 事 の記入 れ ないよう、 注 ください。

（注）
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の種類等

し 財産

の 保として 供できる財産の種 は、 の に る財産に られます。

な 、 の 保は、贈与を受けた財産に ら 、自 の 有の財産又は 者 有して

いる財産であっても差し支えありません。

1 債及び地方債 

2 社債その他の有価証券で 等 と るもの 

3 土地 

4 建物、立木等で保険に したもの 

5 財 等 

6 等 と る保証 の保証 

（注） 上記の の 2の有価証券のう 、取引相場のない株式については、 のい れ に 当する事 ある

場合に り、 保として 供すること できます。 

 贈与により取得した財産の とんど 取引相場のない株式で、 つ、その株式 に の 保とし

て 供す き適当な財産 ないと られること。 

 取引相場のない株式 に財産 ある 、その財産 他の債 の 保となって り、 の 保とし

て 供すること 適当でないと られること。 

し 財産

保となる財産は、その 保に係る を できる金銭価 を有するものでなければな

らないこと ら、 的に の に るようなものは 保として 適 とされます。 

1 上 保権の 定又は されているもの 

2 建築、土地の 利用のた 建物除 命 等 されているもの 

3 有権を っている場合など、係 のもの 

4 売却できる みのないもの 

5 有財産の （ 有者 を 供する場合を除きます。） 

6 保に係る の を含 額を 保としていないもの 

7 保の存 期 期 より いもの 

8 者又は 定 等の な場合に、その 得られないもの 

た 、財産 した 、 した財産

の し 、 し し た

の

した

贈与 の 告書を 出した に、 告をしな った財産や、 価の りなど あったた 、

価 や 額 な ったことなどに 付いたときは、原 として、 に 出した贈与 の 告書に

記載した 価 や 額等を する 告書を 出すること できます。 

な 、 告書の 出により 付することとなる 額には、加 及び る場合

ありますので、 注 ください。 

した

贈与 の 告書を 出した に、上記(1)とは 対に計 や 価の りなどで 価 や 額

たことなどに 付いたときは、贈与 の 告書の 出期 ら 定の期 に り、 ってい

た 価 や 額等を 当な 価 や 額等に すた に、 の をすること できます。 

　 しくは、 で される 、 に く

ださい。 

（ 式） 

               6    特例 合（ ）

    7.3          

 特例 合 

期 の の の する年の　　　　　　　　　　　　　　　　　利 特例 合（ 貸付 合（ の （1） 参 ）に、年 0.5 の

合を加 した 合をいいます。）

8

の

贈与 は、 期 までに金銭で に 付すること 原 です 、 期 までに金銭で 付する

こと な事 ある場合で、 定の を たしているときには、 利用できます。

な 、 の しい内容については、 www.n a.go.j に 載して

いる「相 ・贈与 の の手引」を ください。

の要

の の の てを たす場合に、 の許 受けられます。

贈与 額 10 を えていること。 

期 までに金銭で 付することを とする事 あり、その 付を とする金額の 内である

こと。 

期 までに 書及び 保 供関係書 を 出すること。 

額（利 の額を含みます。）に相当する 保を 供すること。 

（注）1 額 1 で、 つ、 期 年 である場合は、 保を 供する はありません。 

   2 期 までに 保 供関係書 を 出できない場合は、 の に 相 ください。 

利

贈与 の 期 は、 に き、その の事業の 又は生 の 等を考 し、 年
内となります。な 、 年 額は、 しも 年 等である はありません。

利

額には、年 の 合で利 ります。 

ただし、 特例 合（ ） 年 3 に たない場合は、 の 式により計 した 合 

（ 1 の あるときはこれを り て、 1 の 合であるときは年 1 の 合

となります。） 適用されます。

　 により 告書を 出した 、 者 自 名 の預貯金 座 ら、 又は 定した期

に、 座引 しにより電 付する手 です。 利用に当たっては、事 に へ の

利用 手 を った上、 用の 出書を で 出する あります（ 等も ）。
（注） 　 付は、 用の 出書を 出して ら利用 となるまで ります。

　 付により 座引 し すると、 の に「 付

通 」 されますので、 ください。

等

　 や 対 の金 機関の 等を利用して電 付する手

です。 利用に当たっては、事 に へ の利用 手 を っていただく あり

ます。

　 を利用して「 支 」 ら 付する手 です。
（注） 　 付 額に た 手 料 ります。

　金 機関や 、 の では、 による 付はできません。

の

　 自宅の などで、 で 供する作 等 ら 付に な

を として作 （ ）し、 で 付する手 です。
（注） 　 付できる金額は 3 となります。

　「 」は、株式 社 の 商 です。

の の

　金 機関又は の の で、現金に 付書を添えて 付する手 です。
　 付書は、 又は の 内の金 機関に用 しています。金 機関に 付書 ない場合

には、 の に ください。

　 付書の記入方 は、 付書の を参 してください。また、住 、 名、 額、 告書を 出した

名など、 事 の記入 れ ないよう、 注 ください。

（注）
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　　　贈与 に を有しない 居住 者に 当した者 期 居住贈与者（注） らの贈与により財

産を取得した場合のその の対 となる財産は、 の場合の に 、それ れ に定 る財産となります。

　その者に係る 期 居住贈与者 内に住 を有しなくなった ら 年を する までに び 内に住

を有することとなった場合　当 贈与により取得した財産の

　その者に係る 期 居住贈与者 内に住 を有しなくなった ら 年を した場合（ に 当する場合

を除く。）　当 贈与により取得した財産のう 内財産

（注）　「 期 居住贈与者」とは、贈与の に いて 内に住 を有していな ったその贈与をした であって、

その贈与 1 年 内のい れ の に いて 内に住 を有していたこと ある のう 内に住 を有しな

くなった 1 年 内に いて 内に住 を有していた期 の合計 1 年を える （その期 引き き

を有していな った に ります。）で、 ら 年を していない をいいます。

○　贈与時に日本国籍を有しない非居住無制限納税義務者に該当した者が短期非居住贈与者から贈与により財産を取得した
場合の贈与税の申告書の提出期間
　贈与 の 告は、原 として、贈与を受けた年の 年 ら 1 までの に うこととされています 、上記

に 当する場合のその贈与を受けた年 の贈与 の 告は、 期 居住贈与者 の者 らの贈与により取得した財産も

含 、その期 ではなく、 の場合の に 、それ れ に定 る期 に う あります（当 期 内に 出され

る 告書は、期 内 告となります。）。

　上記 に 当する場合　その 期 居住贈与者 内に住 を有することとなった の する年の 年 ら

1

　上記 に 当する場合　その 期 居住贈与者 内に住 を有しなくなった ら 年を した の する年の

年 ら 1

　出入 及び 定 別 の 資 を有する で、贈与 1 年 内に いて 内に住 を有していた
期 の合計 1 年 の
　出入 及び 定 別 の 資 を有する
　 2 年 ら 年 31 までの に 居住 （ 2 年 1 ら贈与の まで引き き
内に住 を有しない であって、 を有しない をいいます。） ら贈与により財産を取得した場合に い
て、その財産を取得した その取得 に 内に住 を有しない で、 つ、 を有しない であるときは、
この に ら 、 居住 者に 当します。
　 3 年 ら 年 31 までの に贈与により財産を取得した場合に いて、その贈与 に

を有しない 居住 者に 当した 期 居住贈与者(注 らの贈与により財産を取得した場合
のその の対 となる財産は、 の場合の に 、それ れ に定 る財産となります。
　その に係る 期 居住贈与者 内に住 を有しなくなった ら 年を する までに び 内に住
を有することとなった場合　その贈与により取得した財産の
　その に係る 期 居住贈与者 内に住 を有しなくなった ら 年を した場合（ に 当する場合
を除きます。）　その贈与により取得した財産のう 内財産

(注 　「 期 居住贈与者」とは、贈与の に いて 内に住 を有していな ったその贈与をした であって、
その贈与 1 年 内のい れ の に いて 内に住 を有していたこと ある のう 内に住 を有しな
くなった 1 年 内に いて 内に住 を有していた期 の合計 1 年を える （その期 引き き

を有していな った に ります。）で、 ら 年を していない をいいます。
　 の 又は に る

　 内に住 を有しなくなった 1 年 内に いて 内に住 を有していた期 の合計 1 年 である
（その期 引き き を有していな った に ります。）
　 内に住 を有しなくなった 1 年 内に いて 内に住 を有していた期 の合計 1 年を える （そ
の期 引き き を有していな った に ります。）のう ら 年を している

　贈与 1 年 内の 内に住 を有していたい れの に いても を有していな った

し した 財産 取得した

の の の

　贈与 の 告は、原 として、贈与を受けた年の 年 ら 1 までの に うこととされています 、上

記 に 当する場合のその贈与を受けた年 の贈与 の 告は、 期 居住贈与者 の らの贈与により取得した

財産も含 、その期 ではなく、 の場合の に 、それ れ に定 る期 に う あります（その期 内に

出される 告書は、期 内 告となります。）。

　上記 に 当する場合　その 期 居住贈与者 内に住 を有することとなった の する年の 年

ら 1 まで

　上記 に 当する場合　その 期 居住贈与者 内に住 を有しなくなった ら 年を した の する

年の 年 ら 1 まで

贈与者

受贈者 内に住 あり

内に住 あり

の

　 期 の （ ）

の

　 （ ）

( 、

の

　 定の （ ）

の

　 （ ）

内に住 なし

あり

1 年 内に
住 あり

1 年 内に住 あり

（
国
内
財
産
・
国
外
財
産
と
も
に
課
税
）

（
国
内
財
産
・
国
外
財
産
と
も
に
課
税
）

（
国
内
財
産
の
み
に

　
　
　
　
　
　

課
税
）

（
国
内
財
産
の
み
に

　
　
　
　
　
　

課
税
）1 年 内に住 なし

1 年 内に
住 なし

なし

内に
住
なし

期 の

（ ）



11

参

考

の 財産  

贈与 る財産は、「 た財産」及び「 た の 財産」

です。 

た財産

贈与を受けた財産とは、「あ まし う」「もらいまし う」という当事者 の により取得

した土地、家屋、立木、事業（農業）用財産、有価証券、家庭用財産、 金 、 、書画・

骨とう、預貯金、現金などの の財産です。
（注）1 の土地や家屋を 償で の名 に したり、 の株式を 償で の名 に した場合など、 償

で 動産や有価証券などの財産の名 を した場合には、原 として、 たに名 となった 、その

財産を贈与によって取得したものとされます。

2 い入れた土地や家屋を の名 で 記したり、 った株式を の名 にした場合など、 い入

れた 動産や有価証券などの財産の名 を他 名 にした場合には、原 として、その名 となった 、

その取得資金を贈与によって取得したものとされます。

3 や 、土地や家屋を取得するた に や ら資金の を受けた場合には、その 贈与で

あるときはも ん、その 貸借の形式をとっていても、その 「出 い」や「ある いの

なし」のように、 的に贈与と られるものであるときは、その資金を贈与によって取得したものと

されます。

4 き 、土地や家屋を取得し、 又は のど ら 方の名 にした場合には、名 となった

は、土地や家屋の取得に てた資金のう 他の 方の した を、その ら贈与によって取得し

たものとされます。

た の 財産

贈与を受けた財産ではなくても、 の に る財産又は利益は、贈与によって取得したもの

とみなされます。

1 託者 の を受益者とする信託 れた場合の信託受益権

保険料を した の 受け取った保険金（相 される保険金は除 れます。）

3 掛金や保険料を した の 定期金の 付を受けることとなった場合の定期金の受 権

4 著しく低い価額で財産を譲り受けたことによる利益 

5 債 の 除、引受け等を受けたことによる利益

6 1 ら 5までに る財産又は利益 の 的な利益を受けたことによる利益

7 
資金の （ 参 ）の適用を受ける信託受益権又は金銭等に係る 資金

した場合に 出額 ら 資金支出額及び 額を 除した 額 

8
・ て資金の （ 参 ）の適用を受ける信託受益権又は金銭等に係る ・ て

資金 した場合に 出額 ら ・ て資金支出額及び 額を 除した 額

財産

贈与を受けた財産であっても、 の に る財産には贈与 は りません。

1 ら贈与を受けた財産（贈与 ではなく 得 ります。）

養 者相 で や生 に てるた に贈与を受けた財産で通常 と られる 内

のもの

3 
、 、 その他公益を目的とする事業を う で 定の に 当する 、贈与を受けた

財産で、その公益を目的とする事業の用に供すること なもの

4 
に関する 著な を するものとして又は 著な価 ある に関する を するも

のとして財 の 定する特定の公益信託 ら 付された金品で財 の 定するもの 

5 生や生 に対する 資の支 を うことを目的とする特定の公益信託 ら 付された金品

6 者 に く 付金の受 権

7 
、地方公 の の 、 事及び の の 者 、 動に関

して贈与を受けた金品などで、 に 告されたもの

8
相 又は 贈によって財産を取得した 、その相 のあった年にその 相 ら贈与を受けた財

産で、特定贈与財産（12 参 ）に 当しないもの（贈与 ではなく相 ります。）

9 社 上の や贈 品などで社 通 上相当と られるもの

10 特定 者 養信託 に く信託受益権で の適用を受けるもの

11 住宅取得等資金の （ 1、 3 参 ）の適用を受ける金銭

資金の （ 参 ）の適用を受ける信託受益権又は金銭等

13 ・ て資金の （ 参 ）の適用を受ける信託受益権又は金銭等
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財産

特定贈与財産（11 ）とは、贈与 に いて 相 との 期 2 年 上であるその 相 の配偶

者（ に 相 らの贈与について贈与 の配偶者 除の特例の適用を受けたこと ない に ります。） 、

その 相 ら贈与を受けた居住用 動産又は金銭のう 、贈与 の配偶者 除の特例の適用 あるものとし

た場合に、 除されることとなる金額（2 となります。）に相当する として、相 の 告書

に いて する をいいます。  

な 、この特定贈与財産については、「贈与 らない財産」（11 の の 参 ）には含まれません

ので、贈与 の 告をしなければなりません。贈与 の配偶者 除の特例の については、 1 を参 し

てください。 

利等の

たに信託の 定を った場合などで、適 な対価を することなく受益権等を取得した場合

には、贈与 の 告 となります。 

また、信託を 定する に いて受益者等の存しない信託で、 、 託者の 等 受益者

となる信託の 定を った場合（例えば、信託を 定した ではまだ生まれていない 等を受益

者として 定した場合）には、信託の受託者は、贈与 の 告 となります。 

の 等 の

1 

         （財産を信託）      （受益権を 定）

に贈与 されます。

2 した

         （財産を信託）     （受益権を 定）
                                に贈与

（受益者を ）        されます。

の の 利 した

  
          （財産を信託）    （受益権を 定）
                                                                      に贈与

     （ 受益権を ）       されます。

4 し 財産 た
  

      （財産を信託）       （信託の ）

                                              に贈与

                                   されます。

                                 （ 財産の 付）                                  

受益者

託者 受託者 受益者

託者 受託者

受益者

受益者

託者 受託者

受益者

・

託者 受託者

受益者

財産

受益者

財産の   

贈与を受けた財産の価額は、原 として、贈与を受けた の 価で 価します。

な財産の 価のあらましは、 のと りです。

　 しくは、 で される 、 に くださ

い。

(

宅地の 価方式には、 と という つの方 あります。
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「特定贈与財産」

特定贈与財産（11ページ）とは、贈与時において被相続人との婚姻期間が20年以上であるその被相続人の配偶

者（既に被相続人からの贈与について贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けたことがない人に限ります。）が、

その被相続人から贈与を受けた居住用不動産又は金銭のうち、贈与税の配偶者控除の特例の適用があるものとし

た場合に、控除されることとなる金額（2,000万円が限度となります。）に相当する部分として、相続税の申告書

において選択する部分をいいます。

なお、この特定贈与財産については、「贈与税がかからない財産」（11ページのハの８参照）には含まれません

ので、贈与税の申告をしなければなりません。贈与税の配偶者控除の特例の要件については、61ページを参照し

てください。 

（3）信託に関する権利等の贈与 

新たに信託の設定を行った場合などで、適正な対価を負担することなく受益権等を取得した場合

には、贈与税の申告が必要となります。 

また、信託を設定する時点において受益者等の存しない信託で、将来、委託者の親族等が受益者

となる信託の設定を行った場合（例えば、信託を設定した時点ではまだ生まれていない孫等を受益

者として指定した場合）には、信託の受託者は、贈与税の申告が必要となります。 

信託の設定等により贈与税の課税関係が生じるケース（例）

1 委託者と受益者が異なる場合 

（財産を信託） （受益権を設定）

Ｂに贈与税が課税されます。

2 受益者を変更した場合 

（財産を信託） （受益権を設定）
Ｃに贈与税が

（受益者を変更） 課税されます。

3 受益者の一部の人が権利を放棄した場合 

（財産を信託） （受益権を設定）
Ｃに贈与税が

（Ｂが受益権を放棄） 課税されます。

4 信託が終了し残余財産が給付された場合 

（財産を信託） （信託の終了）

Ｃに贈与税が

課税されます。

（残余財産の給付）

受益者

Ｂ

委託者

Ａ

受託者

Ｘ

受益者

Ｂ

委託者

Ａ

受託者

Ｘ

受益者

Ｂ

受益者

Ｃ

委託者

Ａ

受託者

Ｘ

受益者

Ｂ・Ｃ

委託者
Ａ

受託者

Ｘ

受益者

Ｃ

残余財産

受益者Ｃ

（4）贈与財産の評価

贈与を受けた財産の価額は、原則として、贈与を受けた時の時価で評価します。

主な財産の評価のあらましは、次のとおりです。

　詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】で確認されるか、税務署にお尋ねくださ

い。

イ 土地 

(ｲ) 宅地

宅地の評価方式には、【路線価方式】と【倍率方式】という２つの方法があります。 13

【路線価方式】 

路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線（道路）に面する標準的な

宅地の１平方メートル当たりの価額（千円単位で表示しています。）のことで、「路線価図」で確

認することができます。

宅地の価額は、原則として、路線価をその宅地の形状等に応じた調整率で補正した後、その宅

地の面積を掛けて計算します。 

（注） 調整率には、「奥行価格補正率」、「側方路線影響加算率」などがあります。具体的な数値につい
ては、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載している「土地及び土地の上に存す
る権利の評価についての調整率表」をご確認ください。 

 ）粋抜（図価線路

 (路線価)(奥行価格補正率)(面積)  (評価額) 

33万円 × 1.00 × 180㎡ ＝ 5,940万円 

【倍率方式】 

路線価が定められていない地域の評価方法です。宅地の価額は、原則として、その宅地

の固定資産税評価額（都税事務所や市（区）役所又は町村役場で確認してください。）に

一定の倍率（倍率は「評価倍率表」で確認することができます。）を掛けて計算します。 

評価倍率表（抜粋） 

（固定資産税評価額） （倍率）  （評価額） 

1,000万円 × 1.1 ＝ 1,100万円 

（注） 評価倍率表の「固定資産税評価額に乗ずる倍

率等」欄に「路線」と表示されている地域につ

いては、路線価方式により評価を行います。

330 千円 

10ｍ 

普通住宅地区
18

※ 「路線価図」や「評価倍率表」は、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】で閲覧する

ことができます（財産評価基準書 路線価図・評価倍率表【https://www.rosenka.nta.go.jp】）。

（例） 

180 ㎡ 

（例） 

(ﾛ) 借地権等

借地権等の評価については次のとおりです。

借 地 権 
原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価額に借地権割合を掛けて計算

します。

定期借地権 
原則として、贈与の時において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基

として計算します。

貸 宅 地 
原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価額から、借地権、定期借地権

等の価額を差し引いて計算します。

貸家建付地 
原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価額から、借家人の有する敷地

に対する権利の価額を差し引いて計算します。

https://www.rosenka.nta.go.jp
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(ﾊ) 田畑又は山林

原則として、固定資産税評価額（都税事務所や市（区）役所又は町村役場で確認してくだ

さい。）に一定の倍率（倍率は「評価倍率表」で確認することができます。）を掛けて計算し

ます。

ただし、市街地にある田畑又は山林については、原則として付近の宅地の価額に比準して

家屋の評価については次のとおりです。

計算します。

ロ 家屋

ハ 森林の立木

原則として、樹種、樹齢別に定めている標準価額（標準価額は国税庁ホームページ

【https://www.nta.go.jp】で確認することができます（財産評価基準書　路線価図・評価倍率表

【https://www.rosenka.nta.go.jp】）。）を基として評価します。

ニ 事業用の機械、器具、農機具等

原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。

ホ 上場株式

原則として、次の(ｲ)から(ﾆ)までの価額のうち、最も低い価額により評価します。

(ｲ) 贈与を受けた日の終値

(ﾛ) 贈与を受けた月の毎日の終値の月平均額

(ﾊ) 贈与を受けた月の前月の毎日の終値の月平均額

(ﾆ) 贈与を受けた月の前々月の毎日の終値の月平均額

（注） 上場株式を負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した場合には、その株式の価額は、取得日におけ

る最終価格（終値）によって評価します。

へ 取引相場のない株式、出資 

原則として、その会社の規模の大小、株主の態様、資産の構成割合などに応じ、次のような方式

により評価します。具体的には「取引相場のない株式（出資）の評価明細書」（評価明細書の様式

は国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】からダウンロードすることができます。）を用い

て評価します。 
(ｲ) 類似業種比準方式

(ﾛ) 純資産価額方式

(ﾊ) (ｲ)と(ﾛ)の併用方式

(ﾆ) 配当還元方式

ト 家庭用財産・自動車

原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。

チ 書画・骨とう等

原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。

※ 贈与財産の評価に当たって作成した評価明細書は、贈与税の申告書に添付してください。

 自 用 家 屋

貸 家

原則として、固定資産税評価額（都税事務所や市（区）役所又は町村役場で確認してく

ださい。）により評価します。

原則として、固定資産税評価額から、固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じ

た価額を差し引いて計算します。

14

https://www.rosenka.nta.go.jp

